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 はじめに 

 

  平成 13 年に発生したＢＳＥ（伝達性牛海綿状脳症）問題をきっかけに、日本の

食品安全行政は見直され、リスク評価、リスク管理及びリスクコミュニケーション

を３要素とするリスクアナリシスの考え方を導入した食品安全基本法に基づいて

行われるようになってから 10年余が経過した。 

 

この間、リスク評価機関として内閣府に設置された食品安全委員会では、残留農

薬、食品添加物等の化学物質や食中毒原因菌、ＢＳＥの原因となる異常プリオンタ

ンパク質、新技術開発に伴う遺伝子組換え食品、放射性物質等の様々な課題につい

て、食品健康影響評価（リスク評価）を行ってきた。また、食品のリスクに関する

情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）について、関係省庁や地方公共

団体と連携して取り組んできた。 

 

しかしながら、リスクコミュニケーション活動の一つである意見交換会について、

「主催者側の一方的な説明・説得の場となっている」、あるいは、「一部の参加者の

主義・主張を一方的に喧伝する場となっている」との指摘がある。 

 

また、わが国の食品分野のリスク認識の特徴（特色）として、 

①  （我が国では）ゼロリスク志向が強く、リスクアナリシスの考え方が理解され

にくいこと、 

②  依然として食品添加物及び残留農薬による健康リスクが適切に理解されてい

ないこと（誤解が生じやすい状況）、 

③  専門家の間では喫緊の課題ととらえられている食品中に非意図的に生成する

アリルアミドやヒ素等のハザードについての国民の関心が相対的に低く理解が

進みにくいこと（状況）、 

がある。 

 

このような問題意識から、食品安全委員会では、今後の新たな 10年に向けて、よ

り適切かつ効果的なリスクコミュニケーションを推進していくために、今一度、基

本に立ち返り、リスクコミュニケーションのあり方を検討することが必要であると

考え、平成 26年５月以降、食品安全委員会の下に、「リスクコミュニケーションの

あり方に関する勉強会」（以下「勉強会」という。）を設置し議論を進めた。 
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議論を取りまとめるに当たっては、その内容を食品安全委員会の運営に適切に反

映させる観点から、企画等専門調査会で行うことが適切であるとし、同調査会の下

に、リスクコミュニケーションのあり方に関するワーキンググループ（以下「WG」

という。）を設置して検討してきた。 

 

 

今般、これまでの議論を踏まえ、リスクコミュニケーションに携わる者が、リス

クコミュニケーションに取り組む際に理解しておくべき基本的な事項について取

りまとめた。 

 

本報告書が、食品安全委員会はもとより、食品安全行政に携わる関係省庁や地方

自治体、食品事業者、消費者団体等の関係者が実施するリスクコミュニケーション

においても活用されるよう期待する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

１．リスクコミュニケーションの適切な理解 

 

 ◇リスクアナリシスの考え方を普及することが重要である。 

◇リスクコミュニケーションとは、ステークホルダー1間の情報交換及び意見交換

を通じて、ステークホルダー間の相互理解を深める活動であり、その活動には、

様々な媒体を通じた情報発信等幅広いものが含まれると考える。 

◇リスクコミュニケーションは説得の場でなく、「対話・共考・協働」(engagement)

の場である。 

 

「リスクコミュニケーション」は、リスクアナリシスの 3要素の中で非常に重要

であり、また、最も難しい。国際連合食糧農業機関（FAO）／世界保健機構（WHO）

食品規格計画のコーデックス委員会の（が作成した）手続きマニュアルでは、「リス

クコミュニケーションとは、リスクアナリシスの全過程において、リスク評価の所

見とリスク管理の意思決定のベースの説明を含め、リスクそのもの、リスク関連因

子やリスクの認識（認知されたリスク）などについて、リスク評価やリスク管理に

携わる人、消費者、産業界、学界や他の利害関係者の間で、情報や意見を相互作用

的に交換すること」とされている。 

しかし、リスクアナリシスの考え方に基づく食品安全行政が始まってから 10 年

余であり、現状では、リスクアナリシスの考え方そのものが国民に十分理解されて

いない。このため、リスクコミュニケーションについても適切に理解されず、意見

交換会が「主催者側の一方的な説明・説得の場となっている」、あるいは「一部の参

加者の主義・主張を一方的に喧伝する場となっている」との指摘もある。 

したがって、まず、リスクアナリシスの考え方を普及していくことが重要である。 

リスクコミュニケーションは、分かりやすく言えば、ステークホルダー間の情報

交換と意見交換を通じて、ステークホルダー間の相互理解を深める活動であり、そ

の活動には、ステークホルダーが一堂に会した意見交換会のみならず、様々な媒体

を通じた情報発信等幅広いものが含まれる。 

また、リスクコミュニケーションの説得の場ではなく、「対話・共考・協働」

（engagement）の場である。これは、国民がものごとの決定に関わるという公民権

や民主主義の哲学・思想を反映したものでもある。 
                                                   
1 FAO/WHO 「Food and Nutrition Paper 87」における定義を参照し、本報告書では「当該リスク対象

に関連する全ての人々」と定義する。 
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２．食品分野のリスクの概念の特徴 

 

◇食品分野のリスクの概念と他分野のリスクの概念は必ずしも一致しない。 

 

＜食品分野のリスクの概念について、例えば、経済分野等の他分野と比べての違いに

ついて一般論を記述＞ 

 

＜食品分野におけるリスクの具体的な側面＞ 

○具体的には、 

・天然の発がん物質や微生物など食品に含まれる多くのハザードが未解明であり、

評価されていないものも多い。 

・食品に関する研究が進んで、食品が保有する新たなハザードが次々に発見され、

評価されるようになった。 

・遺伝子組換え食品や食品用容器（・器具や）包装素材等食品に関連する新技術

の開発等に伴い、新たなハザードが発生する可能性がある。（している） 

・さらに、食生活が欧米と異なるため、ハザードについてリスク評価する際に、

海外のばく露量（摂取量）データを使えない場合も多い 

等がある。 

 

○通常食べて来た食品からハザードが見つかるため、国民は、その摂取量やリスク

の大きさにかかわらず（関わらず）「これまで食べていたが問題なかったのか」と

不安を拡大させやすい。 

 

○海外でのリスク評価が、摂取量の違いにもかかわらず（関わらず）そのまま、日

本人にも当てはめられて危険視される傾向もある。 

 

○「食品」という身近な問題だけに国民の関心が高く、最近ではＳＮＳも含め各種

メディアに様々な情報が流通し、拡散されている。これらの情報の中には、科学

的には根拠に乏しいものも多くあり、情報を受け取った国民の間では実際のリス

クよりも大きく受け止められやすい状況となっている。 

 

３．食品安全委員会におけるリスクコミュニケーションの中心軸 

 

 ◇食品安全委員会が行うリスクコミュニケーションの中心軸は、まず第一に評価結

果をタイムリーに、公開性、透明性、責任をもって（しっかり：しっかりは曖昧）

伝えることである。 

◇可能な場合には、リスク管理措置の内容と一緒にリスクコミュニケーションをす
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る方がよい。 

◇対象者に応じて様々な形で行う必要がある。 

 

＜行政で行うリスクコミュニケーションの一般論。施策形成過程のどのタイミングで

行うのか等を記述＞ 

 

＜食品安全委員会におけるリスクコミュニケーション＞ 

食品安全委員会のリスクコミュニケーションの中心軸は、個別のハザード各々を

どのような過程でどのように評価したのか、特に国民の健康または生命（生活）に

大きく影響しそうな評価結果を正確に（しっかりと）理解してもらうことである。 

そして、リスク情報（評価結果）のみならず、評価結果を踏まえて実行さえる規

制といったリスク管理措置の内容と併せてリスクコミュニケーションしていくこ

とが理解の一助となる。 

なお、リスク管理措置を実施する多くの場合には、時間的なコスト、金銭的なコ

ストが発生する。とりわけ、何らかの禁止措置をとる場合には、消費者にとっての

選択肢が少なくなるといった社会的コストを伴う場合もある。従って、当該リスク

管理措置にかかるコストの情報も合わせて提供し、どのような管理措置とするのが

望ましいのか、消費者とともに考えていくようにする必要がある。 

また、フードチェーンが複雑化し、消費者が多様化していることを踏まえると、

リスクコミュニケーションは画一的に行うのではなく、対象者に応じて様々な形で

進める必要がある。さらに、ステークホルダー間の理解と共感を醸成していくため

には、食育等の様々な活動を複線的に行っていくことも有効である。 

 

４．リスクコミュニケーションの目標 

 

◇究極の目標は、リスクを踏まえ一人一人が自分で行動を選択できる状況を作り出

すことである。 

◇合意形成は唯一の目標ではなく、結果として得られるものと考える。 

 

国民一人一人がリスクを踏まえ自分で選択できる状況を作り出すことがリスク

コミュニケーションの究極的な目標である。 

このため、リスクコミュニケーションは、その判断の根拠となる必要な情報を得

られるようなものとすべきであり、また、中立、公正な企画と運営がなされなけれ

ばならない。 

また、リスクコミュニケーションの結果を、関係者がそれぞれの活動につなげて

いく仕組み作りが重要である。 

なお、リスクコミュニケーションの目標は、合意形成のみではない。合意形成は

結果として得られるものと考えるべきであり、合意形成を目指すのなら、リスクコ
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ミュニケーション以外のコンセンサス会議等の手法の導入も検討すべきである。 

 

５．リスクコミュニケーションの個々の活動の目的の明確化と評価 

 

 ◇リスクコミュニケーションの個々の活動は、その狙い（目的）によって具体的な

内容が決まるため、まず、その目的を明確にすることが重要である。 

◇リスクコミュニケーションの評価は、まず、リスク情報について、公正さを認知

されているか評価する。 

◇リスクコミュニケーションの過程（プロセス）を、それぞれの目的に応じて段階

的に評価する。 

 

リスクコミュニケーションを実施するにあたっては、当該リスクの性質や管理状

況等によって、その目的は異なる。目的によって具体的な活動内容は自ずと決まる

ことから、リスクコミュニケーションを実施するに当たっては、まず、目的を明確

化すべきである。 

これまでリスクコミュニケーションを行ったケースからは、参加者のアンケート

結果の数値では良好な結果が出た場合であっても、参加者の反応が不十分であると

感じられるギャップが存在する。 

このように、リスクコミュニケーションの効果（成果）を評価することは難しい

側面があるが、リスク情報の発信者やその内容が公正であるとリスクの受け手に認

知されることが、リスクコミュニケーションの成功プロセスの端緒となることから、

まず、公正さが認知されたかどうかを評価することが重要である。 

リスクコミュニケーションの効果は、それぞれの目的に応じて段階的に評価すべ

きである。 

なお、リスクコミュニケーションの個々の取り組みの目的は異なっていても、そ

の評価指標には共通の次元が存在する。 

 

６．リスクコミュニケーションにおけるリスク情報の提供の留意点 

 

◇分かりやすさに留意しつつ、基本的に全ての情報を最大限速やかに（早く）提供

する。 

◇現段階で分からないことも含め、判断根拠や過程を発信する。 

◇リスクを伝えるには、当該リスクはどの程度の大きさなのか国民が理解できるよ

うな比較対象を用いて伝えるべきである。 

◇関心が低い（興味のない）事柄について、必要最小限知ってもらいたい情報をど

のように提供するのかが今後の課題である。 

 

リスク情報の提供にあたっては、情報が隠ぺいされているとの不信感が生じるこ



9 
 

とを避けるため、基本的に全ての情報を提供すること、その次に、情報の受け手に

どのような形で分かりやすく提供するかということを考えなければならない。 

そして、重大なリスク情報は、詳細な情報を整理することに時間を費やすより、

最大限速やかに（早く）、その時々で正確な情報を提供することが重要である。 

リスク情報を発信する際には、「間違ってはならない」と強く思い込みすぎず、現

段階で分からないことも含めて、その判断根拠や過程を発信していけばよい。 

さらに、リスク情報を発信する際は、当該リスクはどの程度の大きさなのか国民

が理解できるような尺度を使って伝えるのが分かりやすく、その尺度は、メディア

やリスクアナリシスに関わる者がともに議論して作っていく必要があるのではな

いか。 

なお、リスクコミュニケーションの中で、参加者が理解できないような難しい言

葉を使用する場合、専門家が情報の受け手を見下しているかのような印象を与えて

しまうこと等にも留意が必要である。 

また、消費者の多様化が進んでいる中、食品の安全性には関心があるが、詳細な

ことまでは興味がない者に対して、必要最小限知ってもらいたい情報をどのように

提供するのか今後の課題である。その際、ソーシャルメディアの活用も一つの方法

である。 

 

７．リスクコミュニケーションにかかるコスト負担 

 

◇リスクコミュニケーションを実施するにもコストがかかる。 

◇リスクコミュニケーションにかかるコストは、その利益を享受する消費者を含め

た社会全体が負担する。 

   

リスクコミュニケーションの実施には、一定のコストと労力がかかることを前提

に実施すべきである。 

そして、リスクコミュニケーションによる利益は、社会全体で享受することにな

るため、それにかかるコストについては、消費者を含めた社会全体が負担すること

を考えなければならない。 

 

８．ステークホルダーの姿勢と役割 

 

◇ステークホルダーには、それぞれの役割があり、共考の姿勢が求められる。 

 

（１）行政 

 

  ◇国は一貫性をもってその時点で正確な科学的情報を提供する。 

  ◇地方自治体は、地域の特性を踏まえ、適切なリスク情報を他のステークホル
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ダーに提供する立場にある。 

◇関係する行政機関は、リスクについて共通認識をもち、リスクコミュニケー

ションに取り組む。 

 

国には、一貫性をもってその時点で正確な科学的情報を提供することが求めら

れ、地方自治体は、その地域の特性を踏まえて、適切なリスク情報を他のステー

クホルダーに提供することが求められる。 

また、食品安全行政に関係する食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、消

費者庁、環境省以外の関連省庁、例えば文部科学省も含め、食品のリスクについ

て共通認識をもち、同じ情報を発信していけるように連携を強化して取り組み、

国のリスクコミュニケーション戦略を作り上げる（む）必要がある。 

さらには、この戦略の下で国民にとって、食品安全委員会が信頼できる情報の

入手先として位置づけられるよう取り組むことが食品安全委員会には求められる。 

 

（２）消費者 

 

  ◇食品安全に関する情報を収集し、必要な知識を備え、判断力を身につける。 

   

リスクコミュニケーションが機能するには、それに関わる人すべてに役割があ

り、消費者にも期待される役割がある。 

食品安全に関する情報には真偽様々あるので、メディアリテラシー（メディア

からの情報を読み解く能力）を身につけ、判断力を向上させることや、食品安全

に関する情報を収集し、知識を身につけ、自らの意見表明や質問によって多角的、

合理的に判断できる消費者になることが求められる。 

 

（３）フードチェーンに関わる事業者2 

 

   ◇食品安全問題は社会全体で取り組むものという姿勢をもつ。 

  ◇食品安全に関する情報発信を行い、説明責任を果たす。 

   

フードチェーンに関わる事業者は、食品安全に関する方針や倫理観をもち、消

費者や行政等関係者と協働して取り組む姿勢をもつとともに、食品安全に関する

情報発信を行い、説明責任を果たすべきである。 

 

 

 

 

                                                   
2 フードチェーンに関わる事業者とは、農業者、漁業者といった生産者も含む概念で整理している。 
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（４）科学者 

 

  ◇多くの科学者が、知り得た最新の知見について、積極的に情報発信すること

が求められる。 

◇科学者のリスコミュニケーションへの参画も業績として評価されるべきであ

る。 

◇コミュニケーションやプレスリリースのスキルを身につけ、わかりやすく説

明する等の能力が求められる。 

   

一部の科学者ではなく、より多くの科学者が情報発信することによって、情報

の受け手にとってバランスのとれた情報の入手が可能となる。 

このため、リスク評価への直接的な関与をはじめ、パブリックコメントでの意

見表明等独立した（第三者的）立場からの間接的な関与も含めて、より多くの科

学者がそれぞれの知見を基に積極的に関与することが期待される。特に、直接リ

スク評価に関与した者は、当事者として説明責任を果たすことが期待される。 

また、このようなリスク評価やリスクコミュニケーションへの貢献が業績とし

て評価されることが期待される。 

情報発信するにあたっては、科学者は、コミュニケーションのトレーニングを

受け、プレスリリースを含め様々なスキルを身につけ、分かりやすく説明できる

リスクコミュニケーターとしての役割が期待される。 

  併せて、リスク情報のモニタリングと分析を行う役割を担うことも期待される。 

 

（５）メディア 

 

  ◇国民一人一人が判断できうる科学的に正確な情報を発信する。 

   

現状、リスクに関する報道のあり方にも大きな問題があると考えられるため、

メディアには、国民一人一人が判断できうる科学的に正確な情報を、当該リスク

の大きさを理解できるような形での報道を期待したい。 

そして、メディアには、適切な情報発信であったのか、自らモニタリングと分

析を行うことも期待したい。 

 

９．リスクコミュニケーションの担い手 

 

◇相手に応じて情報を分かりやすく伝えるスキルを身につける。 

 

科学的な専門家が必ずしもリスクコミュニケーションの優れた担い手ではない。

このため、科学者には、コミュニケーションのトレーニングを受け、相手に応じて
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情報を分かりやすく伝えるスキルを身につけることが求められる。 

また、当該リスクのリスクアナリシスに携わった関係者が、リスクコミュニケー

ターとして積極的に活動することが求められる。特に、行政機関においては、情報

提供のみでは、単なる説明会となってしまい、コミュニケーションが成立しない。

このため、リスク評価やリスク管理措置の決定過程に携わる者が直接ステークホル

ダーと対話することを基本としつつ、対話を促すための中立的なファシリテーター
3の役割が重要となる。したがって、ファシリテーターの養成も必要である。 

 

 

 

１０．安全教育・リスク教育 

（１）安全教育・リスク教育の必要性 

 

 ◇リスクコミュニケーションを円滑に進めるには、科学の不確実性も含め、

食品のリスクに対する基礎知識の普及が重要である。 

 ◇現状のフードシステムについての理解を深める必要がある。 

 ◇ただし、安全教育・リスク教育はリスクコミュニケーションそのものでは

ない。 

 

現状、例えば、豚肉の生食に対する認識のように、食品の安全性に関する基礎

的な知識は、十分に浸透して（理解されて）いない。また、企業は法令に違反し

ない範囲で誇大な広告、表示を行う事例があるということについて、国民の認識

が不足していると考えられる。 

このように食品に関する基礎的な知識がない中で、断片的に情報が提供される

と、不安感を高めることになりかねない。 

また、食品に対する消費者の不安や不信感は、現状のフードチェーンに関する

理解が薄れてきていることが一因であろうとも考えられる。 

このため、リスクコミュニケーションを円滑に進めるためには、食品安全に関

する基礎的知識を習得できるような教育が必要であり、食品のリスクやどのよう

に有益であるかについて知識を身につけ、誇大な情報に惑わされないような消費

者となることが求められる。 

したがって、成人後、大人から伝えられた知識を忘れてしまうことも多く、ま

た、科学的情報はしばしば更新されることから、子ども（子供）のみならず成人も

対象とした安全教育・リスク教育を行う必要がある。 

その際、食品のリスクを学ぶ上で「科学には不確実性が伴う」ことについても

併せて広めていく必要があるとともに、子ども（子供）をはじめ周囲に大きな影

響を与える学校教育関係者対象に向けた取り組みを進めることが重要である。 

                                                   
3 「・・・・・・・・・・・・・・」 
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なお、安全教育・リスク教育は、リスクコミュニケーションと一部重なり合う

ところはあるが、リスクコミュニケーションそのものではない点に留意が必要で

ある。 

また、英国の健康保健サービス（National Health Service, NHS）では「健康

情報の読み方」を取りまとめている。消費者のメディアリテラシー向上のために

も、このような事例を参考に、リスク情報を読み解く際のポイントを整理するこ

とも有益である。 

 

 

 

 

（２）科学的に不正確な（ネガティブ）情報への対応 

 

◇科学的に不正確な（ネガティブ）情報に対しては、モニタリングと分析を行

い、行政は正しい情報を継続的に発信する等の対応をとること。 

◇消費者においては、科学的に不正確な（ネガティブ）情報に惑わされないリ

テラシー（能力）を身につけ判断力をつける。 

 

科学的に不正確な（ネガティブ）情報に対しては、モニタリングと分析を行い、

行政は正しい情報を継続的に発信する等の対応をとる必要がある。 

また、消費者は継続して正確な知識を身につけていくことが求められる。 

 

 

 

 

〔クライシスコミュニケーションについて〕 

リスクコミュニケーションとクライシスコミュニケーションは、その行うシチュエ

ーションや対応方法は異なるが、両者は、おおもととなる科学的根拠等に共通性があ

る。 

それを踏まえて、ここでは、クライシスコミュニケーションを「何らかの非常事態

（事故・事件）が起こり、健康影響が現れている、若しくは、現れる可能性が高い場

合に行うコミュニケーション活動」と整理する。 

一方、健康影響は現れていない（又は現れる可能性は低い）が、リスクについて正

しく理解されていない（リスクが社会に受け入れられていない）ことにより起こる社

会的混乱は、一種のクライシスとも捉えられることも可能であるが、このような場面

への対応は、リスクについて共考するリスクコミュニケーションの方法を用いるこ

とが相応しい。 

したがって、このような場面への対応はリスクコミュニケーションの一環として
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整理することとする。 

また、実際のクライシスコミュニケーションの際の対応については、FAO/WHO：Food 

and Nutrition Paper 70 の第５章「STRATEGIES FOR EFFECTIVE RISK COMMUNICATION」

の中の「Strategies for risk communication during a food safety crisis」の項

目を参照したらよい。 

なお、クライシスコミュニケーションは、実際としては、クライシスマネジメント

と一体に行われるものであるが、考え方としては、クライシスマネジメントとは別の

ものとして整理される。 

 

参考 

諸外国の政府機関のリスクコミュニケーション戦略 

 

・ U.S. Department of Health and Human Services, Food and drug 

Administration: Strategic Plan for Risk Communication 

 

・U.S. EPA: Risk Communication 

 

・Health Canada: Strategic Risk Communication Famework 

 

・Food Standards Australia/New Zealand: Risk Analysis In Food Regulation, 
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